
 

 

一般国道２ 号神戸西バイ パス 連絡調整会議 議事概要 

 

１ ． 開催日時： 令和７ 年１ １ 月２ ８ 日（ 金） １ ０ : ０ ０ ～１ ０ : ３ ０  

２ ． 開催場所： 国土交通省 兵庫国道事務所 ６ 階 会議室 

３ ． 出 席 者： 兵庫県 土木部長             宇野 文章 

       神戸市 建設局 湾岸・ 広域幹線道路本部長 新見 達彦 

       明石市 都市局 道路部長         田辺 明博 

国土交通省近畿地方整備局 

道路部長             西野 毅 

兵庫国道事務所長 （ 代理・ 副所長） 寺西 陽一朗 

       西日本高速道路株式会社関西支社 

           建設事業部長           西谷 誠之 

           第二神明道路事務所長       高戸 順一 

４ ． 議  事：  

 ○一般国道２ 号神戸西バイ パス 連絡調整会議の規約（ 別紙３ ） について確認。  

○一般国道２ 号神戸西バイ パス 連絡調整会議を 開催し 以下の事項について共有し た。  

  

 Ⅰ． 事業進捗状況と 課題について 

   ・ 現地条件を 踏ま えた設計の見直し を実施し ており 、 施工に向けた検討を行ってい

る と こ ろ。  

   ・ 今後、 大規模な交通規制を 行いながら の工事を 実施予定であり 、 公共交通等への

影響が最小限と なる よ う 施工調整が必要。  

・ 第二神明道路は平成３ １ 年４ 月から 新料金を 導入し たが、 激変緩和措置の影響も

あり 、 第二神明道路・ 阪神高速道路神戸線へ交通が偏在し 、 混雑度が高く 渋滞が

多発し ている 状況。 神戸西バイ パス 整備によ り 交通混雑の緩和が期待さ れる 。  

 

 Ⅱ． 事業費の見直し について 

・ 物価上昇によ る 資機材費及び労務費の増額、 橋梁設計や現地条件を踏ま え橋梁等

の構造変更等に伴っ て、 約７ ２ ２ 億円の増額が生じ たため、 約２ 億円のコ ス ト 縮

減を 図っ たも のの、 全体事業費で約７ ２ ０ 億円の増額を 予定し ており 、 今後、 近

畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る 予定。  

 

① 資機材費及び労務費の増（ +167. 3 億円）  

・ 前々回評価（ R3） 後の資機材・ 労務費単価の上昇によ っ て、 増額の必要が生じ た。  

・ なお、 今後も 労務単価や材料単価等の上昇が継続する 場合、 更なる 費用増加の 

可能性がある 。  

② 橋梁の構造変更等によ る 増（ ＋269 億円）  

・ 永井谷ジャ ンク ショ ンは無料道路の直轄国道と 阪神高速を 接続する ラ ン プと し て

計画さ れていた。  

・ その後、 本事業の有料道路事業化など を 経て、 詳細設計を 実施し た結果、  

料金所施設の追加やラ ンプの幾何構造の変更によ る 橋梁幅員の増が生じ たも の。  
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・ H29 道路橋示方書に基づく 最適な構造を 検討し た結果、 構造形式に見直し が 

生じ た。  

 

③ 現地条件等を 踏ま えた構造見直し によ る 増（ ＋123. 8 億円）  

・ こ れま で第二神明道路横断部は函渠と し て計画し ていた。  

・ 横断部の現地調査において、 断層及び湧水によ る 地山崩落が確認さ れた。  

・ 当該箇所は脆弱（ 断層・ 集水地形） であり 、 施工時における 第二神明道路横断部

への影響や、 供用後の災害発生時における 緊急輸送路早期確保の観点から 、 第二

神明道路を 横架する 橋梁へと 計画を見直し た。  

・ 見直し た計画に基づき 詳細設計を 実施し た結果、 ス パン割等の変更によ る 増額が

生じ たも の。  

④ 深礎杭施工に伴う 止水対策の追加によ る 増（ ＋121 億円）  

・ 概略設計時は、 H5 年に実施し た地質調査の結果、 永井谷 JCT部において地下水位

が確認でき たため、 深礎杭施工時にポンプ排水を 行いながら の施工を 計画し てい

た。  

・ 施工段階において、 実際に深礎杭施工のため掘削作業を行っ たと こ ろ、 湧水が施

工面よ り 下の砂質土や粘性土を巻き 込んでいる こ と が確認さ れた。  

・ 当該箇所は民家や供用線が近接し ており 、 砂の引き 込み等によ り 、 周辺地盤に影

響を 及ぼす可能性がある こ と から 、 薬液注入によ る 止水対策を 追加する も の。  

⑤ 粘性土の処分費及び現地発生土の改良等の追加によ る 増（ ＋41. 2 億円）  

・ 路床材や構造物の裏込め材は現地発生土を計画し ていたが、材料試験を 実施し た

結果、 基準を 満たさ ないこ と が確認さ れたため、 現地発生土の改良を 行い使用す

る も の。  

・ 発生土は公共事業間で有効利用を 計画し ている が、 切土部から 当初想定でき なか

った粘性土等が多く 確認さ れ、 現在の搬出先の受け入れ基準を満たさ ないこ と か

ら 、 発生土処分地の変更など が生じ た。  

⑥ コ ス ト 削減の取り 組み（ ▲2. 3 億円）  

・ 和歌山県内の建設事業で使用し た仮設防護柵を 再利用する こ と によ り 、コ ス ト 削

減を図っ た。  

・ 今後も 、 技術の進展に伴う 新技術・ 新工法の採用など 、 コ ス ト 縮減に努めながら

引き 続き 事業を推進する 。  

 

 ○兵庫県・ 神戸市・ 明石市から の意見について  

 【 兵庫県】  

  ・ 第二神明道路の渋滞解消や通行規制時の代替路の確保に必要な路線であり 、 早期開

通を期待する 。 ま た、 具体な事業ス ケジュ ールの明示をお願いする 。  

・ 有料道路事業について、 安定的な予算確保の点から 、 早期開通につながる 有効な事

業手法と 考える 。  

・ 今回の事業費増に対し 、 有料道路事業を 最大限活用する こ と を基本と し た財源確保

を お願いする 。  

  



 

【 神戸市】  

  ・ 神戸西バイ パス は第二神明道路や国道２ 号の慢性的渋滞を 緩和する 必要な路線。  

・ 今回の事業費増については、 現地条件等を ふま えた詳細設計によ る 構造見直し や、

物価上昇に伴う 資機材・ 労務費の増加など やむを 得ない要因によ る も のと 理解する

が、 出来る 限り のコ ス ト 縮減に努めていただき たい。  

・ 国や地方自治体の予算状況等に事業ス ケジュ ールが左右さ れず、 着実に事業を推進

でき る よ う 、 引き 続き 有料道路事業を 積極的に活用し て安定的な財源を 確保し 、 早

期供用を お願いし たい。  

 

【 明石市】  

・ 神戸西バイ パス の開通によ り 、 地域幹線道路の渋滞緩和が期待さ れている 。  

・ 神戸西バイ パス の整備におき ま し ては、 近年の物価上昇に伴い年々事業費が増加す

る と 見込ま れる ので、 引き 続き 適切な事業管理のも と 、 早期の事業完成にご尽力し

ていただく よ う お願いする 。  

 

 ○有料道路事業の活用や早期開通等いただいたご意見を踏ま え、 事業連絡調整会議を 通

じ 、 事業の進捗や事業費の精査など の情報共有を 実施し ながら 、 今後関係自治体と 引

き 続き 議論・ 検討し ていく 。  

 

以 上 

 



 

 

 

一般国道 2 号神戸西バイパス連絡調整会議 

出席者名簿 
（敬称略） 

 

兵庫県 土木部長 宇野 文章 

神戸市 建設局 湾岸・広域幹線道路本部長 新見 達彦 

明石市 都市局 道路部長 田辺 明博 

国土交通省 

近畿地方整備局 

道路部長 西野 毅 

兵庫国道事務所長 
（代理）副所長 

寺西 陽一朗 

西日本高速道路 

株式会社 

関西支社 建設事業部長 西谷 誠之 

関西支社 第二神明道路事務所長 高戸 順一 
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一般国道 2 号神戸西バイパス連絡調整会議 規約 
 
（名称） 
第１条 
   本会は、一般国道 2 号神戸西バイパス連絡調整会議（以下「会議」という）

と称する。 
 
（設置） 
第２条  

会議は、国土交通省近畿地方整備局兵庫国道事務所長、西日本高速道路株式

会社第二神明道路事務所長が設置する。 
 
（目的） 
第３条 

会議は、一般国道 2 号神戸西バイパス事業における事業進捗状況等について

関係機関で情報共有を図り連携を強化していくことを目的とする。 
 

（会議） 
第４条 

会議の構成員は、別紙のとおり構成する。なお、必要に応じ、構成員以外の

ものを会議に出席させることができる。 
 
（会議の公開） 
第５条 

会議は非公開とするが、その結果については、会議の構成員の合意が得られ

た場合に限り、その合意に基づいて公表する。 
 
（事務局） 
第６条 

会議の事務局は、国土交通省近畿地方整備局兵庫国道事務所に置く。 
 
（開催時期） 
第７条 

会議の開催は、必要に応じて随時開催する。 
 
（ＷＧの設置等） 
第８条 

本会議の下部組織に必要に応じてＷＧを設置することができる。 
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（雑則） 
第９条 

この規約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、必要に応じ

て協議の上、対応するものとする。  
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一般国道 2 号神戸西バイ パス 連絡調整会議 名簿 

所 属 職 名 

兵庫県 土木部 部 長 

神戸市 建設局 湾岸・ 広域幹線道路本部 本部長 

明石市 都市局 道路部長 

国土交通省 

近畿地方整備局 

道路部 部 長 

兵庫国道事務所 所 長 

西日本高速道路 

株式会社 

関西支社 建設事業部 部 長 

関西支社 第二神明道路事務所 所 長 


